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鹿児島県事業継続月次支援金給付事業
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国によるまん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同措置区域内の大規模
集客施設への営業時間の短縮要請，不要不急の外出自粛要請等に伴い，事業収入が大きく
減少している県内事業者を支援するため，事業全般に広く使える支援金を給付します，

令和３年 ※当日消印有効

期間 １０月２９日◎～１２月１０日閏
●対象者
① 個人事業者／鹿児島県内に主たる事業所を有する又は納税地を鹿児島県内としている者。

　

中小法人等／ 鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する者。
② 令和３年７月以前から事業により事業収入を得ており、 今後も事業継続する意思があること。
・平成３１年７月から令和３年７月までの間に開業した事業者を対象とする給付額の算定等ｒこ関する特例を設けています，詳しｑま、申請要領をご確認ください，

●要件，給付額

国 県内事業者（全業種）への支援
【要件】
対象期間（２０２１年８月から９月まで）において，国による
まん延防止等重点措置の適用等に伴う県下全域の飲食店や同
措置区域内の大規模集客施設への営業時間の短縮要請，不要
不急の外出自粛要請等に伴い，２０１９年又は２０２０年同月
比で事業収入が３０％以上５０％未満減少した月があること。

【支援額（上限）】

中小法人等＝１０万円／月
個人事業者＝

　

５万円／月

【算出方法】

【要件１
①酒税法に規定する酒類の製造免許又は販売業免許を受けていること，
②２０１９年又は２０２０年同月比で事業収入が３０％以上減少した月が

　

あること，また，５０％以上減少している月においては，同月を対象

　

とした国の月次支援金を受給していること，
③まん延防止等重点措置の措置区域内において酒類の提供停止要言青に

　

応じた飲食店と直接，間接の取引があること，

【支援額（上限）】※月間事業収入の減少率に応じた額

　　　　　　　　

３０％～５０％未満

　

５０％～７０％未満

　

７０％～９０％未満

　　

９０％以上

中小法人等

　

１０万円／月

　

２０万円／月

　

４０万円／月

　

６０万円／月

個人事業者

　　

５万円／月

　

１０万円／月

　

２０万円／月

　

３０万円／月

【算出方法】

ー。議題－－１“麗筆星も」＊

　

聯繋震－－［，闘一二暮鱒二１＝露

　　　　　　　　　　　

※基準月の月間事業収入：対象月と比較した２０１９年又は２０２０年同月の月間事業収入
※対象月の月間事業収入：２０１９年又は２０２０年同月比で事業収入が３０％以上５０％未満 （酒類販売事業者は３０％以上） 減少した月の月間事業収入

　　　　　　　　　　　　　

下記に該当する場合は支援の対象外になります

（１） 県が２０２１年８月９日偏）から９月３０日的までの間に行った営業時間短縮要請の対象である店舗又は施設を有する者

（２）対象月と同月を対象とした国の月次支援金を受給した者（今後受給する者も含む）（酒類販売事業者への上乗せは除く）

　　

※国の月次支援金の概要は， 裏面の「国の月次支援金について」をご確認ください。
※県は，月次支援金の県内受給者の調査を実施予定です。県支援金を受給後に上記の要件に該当することが判明した場合，支援金全額を事務局又は県に返還していただきます。

●お問い合わせ先
鹿児島県事業継続月次支援金給付事業｝ルセン少 谷 ０９９‐２０１‐５５９８（９：００～１７：００土日祝除く）
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鹿児島県事業継続月次支援金給付事業

回

　　

酒類販売事業者

法人６０万円・個人３０万円／月
回

　

酒類販売事業者

法人４０万円・個人２０万円／月
回

　

酒類販売事業者
法人２０万円・個人１０万円／月

圏
法人，増勢霜喪鵠 月 国・月次支援金（全業種）

法人２０万円・個人１０万円／月囚
法人，，粛 鞭 珊 月

　

売上減少率
３０％以上５０％未満

　

売上減少率 売上減少率

　　　　　　　　　　

売上減少率
５０％以上７０％未満

　　　　　　　

７０％以上９０％未満

　　　　　　　　　　

９０％以上

●国の月次支援金と

　

鹿児島県事業継続月次支援金（囚回）による

　

支援イメージ図

●国の月次支援金について
●概要

　

・給 付 額

　

中小法人等＝上限２０万円／月， 個人事業者：上限ｌｏ万円／月

　　　

・主な要件

　

①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の
影響を受けていること

②月間売上が２０１９年又は２０２０年の同月比で５０％以上減少

申請期間

　

８月分， ９月分；対象月の翌月から２か月間（４～７月分は申請受付終了）
※１０自分においても国の月次支援金が継続される予定です。（１０月２０日時点では詳細未定）

申請方法や給付対象者など詳しくは月次支援金の公式ホームページを確認するか，月次支援金相談窓口へお問い合わせください。

●月次支援金相談窓口

　

ＴＥＬ＝０１２０‐２１１‐２４０

※１Ｐ電話等からのお問い合わせ先 （通話料がかかります）
０３‐６６２９‐０４７９

（受付時間）８：３０～１９：００（土日・祝日含む全日）

月次支援金一馨
『き

　

く公式ホームページ＞

●申請書類
□

　

申請書類送付状
□

　

鹿児島県事業継続月次支援金交付申請書兼請求書
□ 誓約書

［主な必要書類］
支援金交付申請書兼請求書、誓約書
及び申請要領は県ホームページから
ダウン□－ドすることができます。

鹿児島県事業継続月次支援金

　

錫

・県内各地域振興局・支庁（離島

事務所含む）、各市役所、町村役場、
各商工会議所、商工会、（公財）かごしま

産業支援センターでも配布しています。

口

　

確定申告書類の写し
□

　

対象月の売上台帳等の写し
□

　

本人確認書類（運転免許証の写し等）※個人事業者のみ
□ 振込先口座の通帳の写し

　

【酒類販売事業者は以下の書類も必要です】
□

　

酒類の製造免許通知書又は酒類の販売業免許通知書の写し
□

　

酒類提供停止飲食店取引情報届出書
□

　

国の月次支援金の給付通知書の写し※対象月と同自分

●申請方法

●申請先住所
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■

簡易書留又はレターパックで郵送
注意！感染症予防の為、 事務局での直接の受取は対応しておりません。

鹿児島県事業継続月次支援金事務局
〒８９２‐０８３８鹿児島市新屋敷町１６番 （公社ビル４Ｆ４２８号）
ＴＥＬＯ９９‐２０１‐５５９８（９＝００～１７＝００土日祝除く）

　　　　　　　 　　
「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

伊

　

◎

「申請要領」を必ず確認して、申請書類をご準備ください。


